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報告第 １ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車によるフェンス及び道路標識損傷事故

２ 事故発生年月日 令和２年８月１２日

３ 事 故 発 生 場 所 （１）川口市大字安行慈林９９７番地の１

（２）川口市大字安行慈林９９７番地の１先路上

４ 損害賠償の相手方 （１）川口市在住

男 性 ８８歳

（２）川口市所在

Ａ警察署

５ 損 害 賠 償 の 額 １５４，０４９円

（１） ５２，８４９円

（２）１０１，２００円

令和３年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ２ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車によるマンション外壁損傷事故

２ 事故発生年月日 令和２年８月１９日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市戸塚南４丁目３番２０号地内

４ 損害賠償の相手方 さいたま市所在

株式会社Ｂ

５ 損 害 賠 償 の 額 ７２，６００円

令和３年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ３ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和２年８月２２日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市末広１丁目１番１５号地内

４ 損害賠償の相手方 川口市在住

男 性 ５７歳

５ 損 害 賠 償 の 額 １６８，１１９円

令和３年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ４ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和２年８月２７日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市栄町３丁目１番２４号 ＪＲ東日本川口駅東口ロ

ータリー内

４ 損害賠償の相手方 川口市所在

株式会社Ｃ

５ 損 害 賠 償 の 額 ９８，１８３円

令和３年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ５ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車によるプレハブ倉庫損傷事故

２ 事故発生年月日 令和２年１０月１３日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市柳崎１丁目１３番１号地内

４ 損害賠償の相手方 川口市所在

Ｄ株式会社

５ 損 害 賠 償 の 額 ７９，５７４円

令和３年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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報告第 ６ 号

専決処分の報告について

公用自動車の交通事故に係る損害賠償の額を決定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月２４日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

１ 事 故 名 公用自動車による人身及び車両損傷事故

２ 事故発生年月日 令和２年１１月４日

３ 事 故 発 生 場 所 川口市中青木２丁目５番１７号先路上

４ 損害賠償の相手方 （１）狭山市在住

男 性 ５４歳

（２）川口市所在

株式会社Ｅ

５ 損 害 賠 償 の 額 １１０，９５６円

（１）６７，５５０円

（２）４３，４０６円

令和３年１月５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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